
第１章

カンボジアの工業化

――自由化の渦中にある製造業とその担い手――
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はじめに

　カンボジアは１９９１年に「カンボジア紛争の包括的な政治解決に関する協定」

（以下，パリ和平協定）の締結で国際社会に復帰してから，先行する�����原

加盟国が３０年以上かけて行ってきたような自由化，地域経済・世界経済への

統合への変革といった課題に，半分に満たない期間で取り組んできた。カン

ボジアにとっての１５年間は，長年の内戦により基本的なハード・インフラに

加え人材や制度などのソフト・インフラも徹底的に破壊され，混沌とした状

況から国づくりをしつつ，同時に自由化した国際社会に飲み込まれていくと

いう，困難極まりないものであった。そのようななかでの工業化は，�����

原加盟国が体験してきたものとは異質なものであるといわざるをえない。

　社会経済分野におけるカンボジア研究は，パリ和平協定以降，復興・開発

支援を対象とした調査研究が中心を占めてきた。政情が安定した１９９０年代半

ばからは，農業・農村開発分野での研究蓄積も進みつつある。しかし，工業

分野の研究はまだ始まって間もない段階にある。近年の成果としては，世界

銀行が行った投資環境調査やアジア開発銀行が行った���（中小企業）振興プ

ロジェクト内での８００社以上にわたる企業調査など，援助機関による政策志向

の調査報告書がある（��������	
［２００４］，���［２００５］）。日本語文献では，



廣畑伸雄がパリ和平協定後のカンボジア経済の全体像を描く試みのなかで，

カンボジアの産業の特徴を「伝統的産業と，主として華人資本による近代産

業の二重構造である」と説明した（廣畑［２００４��１７］）。また山形辰史は縫製業

企業について悉皆調査を行い，企業の競争力を分析しており（山形［２００４��４９�

１０２］），初めてカンボジア製造業の実態を明らかにしようとした。このような

試みがみられるものの，たとえば廣畑論文では多くの統計データを用いてい

るが，統計制度が未整備なカンボジアにおいては，実態調査による補完なし

には，工業化の実態を把握することは困難である。また，唯一詳細な調査研

究が行われている縫製業分野についても，２００５年に繊維製品貿易の自由化と

いう大規模な国際環境の変化を経験しており，山形論文後の変化について補

足する必要があるだろう。本稿では，縫製業および縫製業以外の製造業まで

対象範囲を拡大して，カンボジアの工業化の実態とその担い手を明らかにし

たい。

　末廣［２０００］によると，途上国では�国内・国営企業，�国内・民間企業，

�外資系企業の３種類の主体が鼎構造をなして工業化を担っているという。

しかし，カンボジアでは，鼎構造の一端を担うべき国営企業はすでにほとん

どが改革済みもしくは早晩の民営化が約束されている。また，国内・民間企

業として工業化を担うべき財閥系大企業については，カンボジアの大企業グ

ループであるロイヤル・グループやカナディア・グループ等の活動は建設業

やサービスセクターに限られており，現時点では工業化の担い手としては検

討しがたい。ゆえに，本章にてカンボジアの工業化を考察する際，製造業分

野の大半を占めている縫製業を担う外資系企業および縫製業以外の部分を占

める食品加工業を中心とした小規模・零細な国内・民間企業を対象とするの

が妥当であろう。

　以下では，第１節にて１９８０年代後半以降カンボジアでの経済制度改革がど

のように行われてきたかをレビューし，同国が置かれている制度環境をまと

める。第２節では，カンボジアでの産業の発展状況，とくに工業セクターに

おける製造業の中身について，統計データをもとに現状を報告する。第３節
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では，「製造業の担い手が誰なのか」ということを念頭に，製造業の８０％を占

める縫製業とその他２０％の部分について筆頭を占める小規模・零細企業によ

る食品加工業の状況をまとめ，自由化・グローバリゼーション下で，十分と

はいえないまでも発展を続けているカンボジア製造業について，２００５年に実

施した企業へのヒアリング調査をもとに，実態を紹介する。

第１節　経済の自由化の進展――市場経済化から世界経済・地域

経済への統合へ――

　１．国営セクターの改革を中心とした市場経済化

　　

　カンボジアは，１９７９年のポル・ポト政権終焉後，１９８０年代に社会主義的計

画経済に基づいた経済再建と工業化を目指してきた。その間，ベトナムやソ

連，東欧からの経済協力を通じて，国営セクターを軸とした産業復興に取り

組んだ。この時期，西側諸国との経済関係は閉ざされたままの状況が続いた。

また，依然としてポル・ポト派と政権の間で内戦状態が継続していたために，

周辺の�����原加盟国が高成長を遂げていたのと対照的に，復興は遅々とし

て進展しなかった。

　１９８０年代の産業状況を概観すると，各省庁のもとに１８７社の国営企業が運営

されており，国内産業の中心をなしていた。もっとも，内戦により国土が荒

廃していたうえに，短期間で工場を建設したため，経営は概して小規模であっ

た。逆説的であるが，そのために１９９０年代以降の「改革」が比較的容易なも

のになった。一般民間企業については，メコン河の泥を利用したレンガ焼き

や河川の水を利用した製氷，醤油の醸造など，ポル・ポト時代の破壊後に生

じた需要に向け，身近な原材料を用いた小規模・零細企業が少しずつ出現し

始めた。これらは社会主義経済では法的に認められた存在ではなかったが黙

認されており，国内市場向けの生産を行った。
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　カンボジアの市場経済化に向けた取組みが本格化したのは１９９０年代以降で

あるが，端緒として１９８５年の第３次５カ年計画で，民間企業の設立の認可と

内外価格の自由化等の改革が行われた。その後，ソ連や東欧で社会主義体制

が崩壊したのを受け，また１９８０年代末に内戦状態の解決に向けた進展があっ

たことに合わせて，市場経済化への動きが活発になった。１９８９年の憲法改正

では，「混合経済」と「私有経済」の存在が承認され，土地の私有も認められ

た（四本［１９９９��３０］，天川［２００４��１３�１５］）。また，時期を同じくして国営企業の

民営化の取組みが始まった。１９８９年６月には，国営企業の民間企業へのリー

スが始まり，１９９１年７月に国営企業の売却が開始された。

　このような動きは，１９９３年の市場経済体制を謳った新憲法制定後も踏襲さ

れた。民営化委員会が設置された１９９５年以降，民営化に向けた動きが加速化

し，１９９６年５月には政府が一切の営業活動から手を引くことが合意された。

委員会による改革への取組みは，経済財政省および閣僚評議会がイニシア

ティブをとり集権的に推進されたことから，重要な民営化プロジェクトの多

くは１９９０年代半ばに実施された（����������［１９９６��２２�２５］，廣畑［２００５��４７�４８］）。

　１９９９年までの段階で，製造業，農業関連の企業を中心とした１６０社が改革さ

れた（表１）。内訳として，１３９社が民間企業にリースされ，１２社が合弁企業，８

社が完全売却，８社が閉鎖された。残存している国営企業については，１２社を

除いて全社を民営化する政府の意思が確認されているものの（１），多額の負債

や時代遅れの機材，過剰な従業員の存在，既得権益の存在等の障害により，

２００５年末の時点ではいずれについても民営化は実現していない。

　現在も国営企業として操業されているものとして，ゴム加工企業の例が挙

げられる。ゴムはコンポンチャム州の東方からメコン河の東岸にあるラテラ

イト地帯を主産地としている。この地域では植民地時代からゴム・プラン

テーションの経営とゴム加工が行われてきた。ゴムは独立以後も重要な外貨

獲得手段としての地位を占めている（２）。ゴム生産および加工の主体となっ

てきたのは，農業省管轄下の国営企業であるが，１９９６年以降，民間へのゴム

植林地の払い下げや，加工分野への民間企業の参入が奨励されている。現存
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の国営企業７社は独立採算制に移行しており，２００６年までの民営化を目指し

ている（���［２００３］，藤定［２００４］）（３）。

　国が一定の資本比率を有する合弁企業の例としては，通信関連企業

（�������，郵便・通信省〔４９％〕と�������〔５１％〕の合弁企業），�製薬企業

（���������	
�������������������������，保健省〔４９％〕と中国系企業〔５１％〕

の合弁企業）がある。いずれも１９９５年に合弁企業として再スタートした。

���については，政府が製品を買い取り各地の病院に配布しており，効率性

と公共性との両立を図っている。外資がリースや買収した旧国営企業の多く

は，今日も中規模程度の企業として経営を続けており，���������	
�����

�������に代表されるように，品質管理や工程管理において���（������������	


����������	�
�	�
�����������	�）規格や���（���������	�
���������
�
��）と

いった認証を受けるなど，カンボジア国内において数少ない国際的水準を満

たした企業が含まれている（���［２００４��２�３］）。

　１９８０年代以来の改革により，国営セクターは２００２年の雇用全体の１％程度

を占めるのみとなった（����［２００３］）。ゆえに，カンボジアにおける国営企

業の改革および国営企業のカンボジア工業化における役割は一段落したもの

と考えられる。

　第１章　カンボジアの工業化　��

（注）国営企業数の公表されているデータの合計値は187社にはなっていない。なお，WTO［2003］

では，2000年末の時点で，維持8社，民営化予定16社，リース152社，合弁5社，売却8社とされ

ている。       

（出所）UN and ICC［2003: 74］を参考に筆者作成。       

表１　国営企業の改革の進展（1999年）
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0
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　２．和平後のグローバル化と対外開放の進展

　

　和平協定後，一応の政治的安定をみせたカンボジアに対外開放の波が押し

寄せた。国内に保護すべき産業や保護を要求する産業がなかったこともあり，

カンボジア政府は補助金等の幼稚産業保護政策を採ることなく，積極的な海

外投資の受入れによって自国の産業開発および雇用創出に努めた。

　海外直接投資については，１９９４年８月に投資法を制定した。１９９４年投資法

および２００３年改正投資法では，カンボジア国内の投資において，土地の所有

を除いて基本的に国内資本および外国資本が同等に扱われることとなってお

り（４），�民間資産を収用しないこと，�販売価格の規制をしないこと，�海

外送金規制をしないことが保証されている。また，雇用創出等の基準を満た

した投資適格プロジェクト（���������	
��������	��������	�
�）については，最

低３年間の法人税の免税が定められている。輸出主導型企業，サポーティン

グ・インダストリー型企業，国内資本の企業については，輸入税の免税措置

が講じられている。直接投資に関する諸手続きについては，カンボジア開発

評議会（��������	�
��������������	��������������）（５）の下に置かれている

投資委員会（���������	
�����
����������	�）が，ワンストップ・サービスを

提供する（�����������［２００５］，�������［２００３］）。こうした法整備に加え，

海外直接投資の保護と奨励のために１５カ国と二国間投資協定（����������

�����������	
�������������）を締結している（����������［２００３��４８］）。

　金融面での自由化も進展した。国立銀行法の改正（１９９６年１月），銀行法の

改正（１９９９年）のほか，２０００年２月に外国為替法が制定され，１９９３年以来事

実上実施されていた外国為替レートの自由化が追認された（四本［２００１��１２９�

１３１］）。

　さらに，地域経済への統合に向けた積極的な取組みも進んでいる。カンボ

ジアは１９９９年に�����に加盟した。これによって，自動的に�����自由貿

易地域（����）の枠組みに組み入れられ，域内の貿易自由化の動きに参加し
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ている。今後，共通有効特恵関税（�����������	
�����������
����������������）

スキームによって，適用品目リスト（���������	
����	�
）に挙げられている品

目の関税を２００７年までに０～５％に引き下げていき，２０１０年までに０％対象

品目を最大化したうえで，２０１５年までに域内からの輸入について，関税の完

全撤廃を目指している。０％関税の対象となる��品目最大化のスケジュール

は，ベトナムの２００６年，ラオス，ミャンマーの２００８年と比較すると，����

諸国のなかでももっとも緩やかである。一方，最終的な自由化の完了は４カ

国とも同じ２０１５年である。ただし，カンボジアの全関税品目に占める��品目

の割合は４５�７％で，ベトナム９４�９％，ミャンマー８７�３％，ラオス８３�１％と比較

して，例外品目の数が多くなっている。また，カンボジアは，他の����諸

国同様に，�����統合特恵待遇（���������	
���	�����	�������	�	�	���������）

の対象国であり，タイから３０９品目，マレーシアから８９品目，インドネシアか

ら２５品目等の関税の減免措置（０～５％）を受けている（６）。

　世界経済への統合も大きく前進した。カンボジアは後発途上国として初の

���加盟を目指して１９９４年１２月に加盟申請を行ったが，国内情勢の不安定化

により加盟プロセスが滞っていた。２００３年に���側から加盟が認められた

が，カンボジアで２００３年７月の選挙後に約１年間にわたり政権空白状態が続

いたために批准の手続きができず，新政府成立後の２００４年１０月に加盟が実現

した。カンボジアは１９９０年代より，すでに２３カ国と二国間通商協定を結び，

最恵国待遇（���������	
������������）を享受してきたが，���加盟後は全

加盟国間の貿易が���ベースとなった。また，一部の農水産品や鉱工業産品

については後発途上国向けの一般特恵制度（����������	
�����
��
�����������


���）による関税減免の優遇を受け，先進国市場へよりよい条件でアクセスす

る権利を得た。一方，農産品関税は平均で６２�８％から２９�９６％に引き下げられ，

農産品の最高税率も１００％から６０％に圧縮された。非農産品については，平均

関税率は３４�５８％から１８�２４％に引き下げられ，最高税率は１００％から５０％に引

き下げられた。また，補助金の撤廃および補助金制度の新規制定の禁止とい

う規則も遵守せねばならない。さらに，サービス分野では，全１５５分類中６０以

　第１章　カンボジアの工業化　��



上の分類での市場開放を約束した。これらの条件は，����時代から���に

加盟している国々に課せられているものよりも厳しく，カンボジアはより激

しい自由化の波にさらされているといえよう（日本貿易振興機構［２００３��７�８］，

��������������	
［２００３��３�５］）。

　

　３．「自由化」に追いつけない制度構築

　カンボジアは長年の混乱状況で，途上国のなかでもハード・ソフト両面の

インフラが破壊しつくされた過去を持つ。しかも，ごく短期間に政治経済の

全体的な体制変換を迫られ，社会主義的制度を放棄した。ゆえに，通常の国

で「自由化」とは既存の制度を変革していく過程を意味するものだが，カン

ボジアの「自由化」とは，ゼロに近い状況から（自由主義的に）「制度化する」

ことを意味しているといえよう。

　２００３年に作成された���加盟に際しての作業部会の報告書（���［２００３］）

では，制度構築に関連していくつもの留保事項が付せられている（表２）。５０

以上の法律・規制を���作業部会が定めたスケジュールにそって策定・改定

していくことが約束されており，経済活動の基本的な法制度の制定が「今後

の課題」とされている。多くの課題を抱えたままに加盟プロセスが急がれた

のは，多繊維取極（���������	
��		��
�
������）に基づく繊維製品の輸出

数量制限が２００４年末に廃止され，繊維製品貿易が自由化されるという大きな

国際環境の変化を控えていたためである。繊維産業はカンボジアの産業を支

えるものであり，自由貿易が始まる前に���の枠組みに参加し，���レー

トでのマーケット・アクセスを確保しなければ，自由化の影響でカンボジア

経済が崩壊してしまうのではないかという懸念があったために，カンボジア

政府は���加盟を熱望していた。また，���に後発途上国として加盟する

ことで，後発途上国向け���やその他の技術援助などの優遇策にアクセスし

やすくなるという希望的な思惑もあった。加盟を認める側である既加盟国に

は，カンボジアの輸出と競合するような事例が見受けられず積極的な反対を

��



する必要がなかった。また，カンボジアの���加盟を「後発途上国のサクセ

ス・ストーリーのモデルケース」のひとつとしたいという意図もあり，十分

な制度的準備が整わない段階であっても加盟が認められた（������������

����［２００３��４］，関本［２００３］）。

　加盟時に約束した法律・規則の策定・改定作業は，２００３年～２００４年の政権

の空白やその後の国会審議の遅れで，当初のスケジュールには大幅な遅れが

生じている。また，法律は制定されてもその細則を決める大臣会議令等の制

定に時間がかかったり，他の法律・規則との整合性の調整が不十分であった

り，各制度の整備を支援するドナーの関心事項が十分に調整されていないこ

と等は，最終的な法制度整備に悪影響を及ぼしている（安田［２００５］）。

　例えば，先述のように国内資本と外国資本とを区別せず，ワンストップ・

サービスを実施するという投資法が定められている一方で，２００３年の改正法
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司法関係

知的所有権関係

技術的障害および

衛生・植物検疫関

係

税関関係

投資関係

金融関係

その他

商事裁判所設立法，ニューヨーク条約批准，商業仲裁法，

ICSID条約への批准，民法，民事訴訟法，刑法，刑事訴訟法

商標および不正競争行為に関する法，特許・実用新案・意匠保護法，

著作権関連法，原産地名称関連法，半導体集積回路に関する法，植

物新種保護法，非開示情報保護法

サービス，検疫，技術的障害についての大臣令，動物検疫に関する

大臣令，植物検疫に関する大臣令

関税法，原産地規則法，反ダンピング法

改正投資法，輸出加工区法

流通証券取引法，会計法，担保付取引法，証券取引法，商業リース

法

郵政事業法，給水法，水源管理法，通信法，観光および風俗法，民

間航空法，商船法，道路交通法，漁業法，森林法，土地法，協同組

合に関する勅令，商事契約法，商事代理法，競争法，セーフガード

に関する法，企業法

表２　WTO加盟プロセスで必要とされた法制度とその進捗状況

（注）下線は2001年～2003年の間に制定されたものである。記載されている法律は，当初，2006年

　　までの制定を目指してきたものであり，草案段階のものも多く含まれる。

（出所） IMF［2004: 37］より筆者作成。 



制定後，その施行に関する大臣会議令は未制定のままである。また，企業法

もいまだ審議中である（７）。商事裁判所の設立をめぐる議論も進められてい

るが，さらにこれらの動きの大前提として位置づけられるべき民法典は２００２

年にドラフトが示されて以来，具体的な進捗をみせていない。���加盟は，

そもそも将来さらに多くの海外直接投資を呼び込むことを目標として目指し

てきたものであるが，予見可能性のない脆弱な法制度のもとで，進出企業は

加盟の効果を十分に実感しえない。カンボジアにおいて，外形的な自由化は

すでに大きく進展している。さらなる産業発展のために，制度整備が持つ重

要性が増してきていると考えられる。

第２節　工業セクターの概要

　１．産業構造の変化　

　カンボジアの工業セクターの全体像を，統計データを手がかりとして示し

たい（８）。カンボジアでは，１９９３年～２００２年の間に，セクター別���の割合で

農業が４６％から３３％へ減少する一方，工業セクターは１３％から２６％へと大幅

に上昇した（表３）。またセクター別就業構造の推移をみても，同期間に農業

が３１９万２３５９人（８１％）から４４７万９７７３人（７１％）へ，工業が１１万８２３６人（３％）

から６７万１９６６人（１０％）へと変化しており（図１），数字のうえでは工業化が

進行していると評価することができる。工業セクターの２００２年の内訳は，製

造業が工業全体比７２�２％，建設が２４�９％，電気・ガス・水が１�８％，鉱業が１�１％

である。さらに製造業での内訳をみると，６６�０％が縫製業，１５�２％が食品加工

である（表３）。縫製業への依存が非常に大きく，この状況はモノカルチャー

経済的であるといえる。他の�����諸国がこれまでに達成してきた工業化

でみられたような自動車の組立てや機械産業の集積は，カンボジアでは観察

することができない。

��
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　２．貿易構造の変化

　

　貿易構造（１９９５年，２００４年）を検討すると，貿易規模が約１０年間の間に，輸

入２倍，輸出７�５倍になっている。品目別では縫製関係を中心とした品目の輸

出が伸びている。一次産品は１９９５年時点では輸出の主力であったが，２００４年

にはゴムと木材・木材製品，魚類が輸出上位１０品目にとどまっているのみで

ある。約１０年の間に工業セクター，とりわけ製造業が輸出産業として着実に

成長を遂げていることがわかる（表４）。

　３．海外直接投資　　

　直接投資は，１９９４年投資法制定直後の１９９５年に投資額がピークとなった後，

２０００年以降，年間２億～２億５０００万ドル前後を保ち続けている。内訳をみる

と，１９９４年～１９９６年の投資の伸びは，ホテルやカジノ等のサービスセクター

での大規模投資が相次いだことに起因する。製造業に限ってみると，アメリ

��

図１　就業構造

（出所）NIS［2003］より筆者作成。

1993年 2002年

サービス

630,589人，16％
サービス

1,247,937人，19％
工業

118,236人，3％ 工業

671,966人，10％

農業・漁業・林業

3,192,359人，81％
農業・漁業・林業

4,479,773人，71％



カからの最恵国待遇を得た１９９６年以降，縫製業への投資が急速に伸びた。

１９９７年の政情不安も大きな影響を及ぼすことなく，縫製業への投資額は１９９８

年にピークを迎える。その後，案件数・金額とも大きな伸びはないが一定水

準を保っている（表５，表６）。

　投資主体としては，国内企業より外国企業の活躍が目立つ（表６）。背景に

は，もともと国内には限られた国営企業以外にめぼしい経営主体がみられな

かったことがある。１９９４年以降の累積投資案件数および金額をみると，７０％

以上の投資が外国企業によるものである。製造業における中・大規模企業の

数をみても８割近くが外国企業であり，製造業での外資の役割が大きいこと

を示している（表７）。

　４．企業規模と立地

　

　企業数では，小規模・零細企業が２万８１８１社に対して，中・大規模企業が

３６９社である（表８）。全体の９割以上が小規模・零細企業で，その８割が食

品加工業を営んでいる。一方で，企業規模別の労働者数をみると，小規模・

零細企業が７万９７８０人であるのに対して，中・大規模企業が２６万４０６６人であ

る。

　企業の立地については，中・大規模企業の９０�５％がプノンペン特別市とカ

ンダール州に集中している一方，小規模・零細企業は上位５州以外に立地す

る企業が４６�８％もあり，全国に広がっている（表９）。

第３節　製造業の主要な担い手――縫製業と食品加工業を事例

として――

　カンボジアでは，１９９０年代を通して，自由化が徹底して推進されるなかで，

工業化が漸進的に進行してきた。前節のデータにより，カンボジアの工業化

　第１章　カンボジアの工業化　��



��

表４　貿易

1995年

（注）2004年の輸出品目の第２位の「印刷物」（HS49）については，MOC［2005a, b］ではその主要

　　Department）では同品目に該当する輸入データが存在せず，集計上何らかの誤りがあったもの

（出所）Robertson and Harold Pohoresky Consultants［1997］およびMOC［2005a, b］より筆者
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2004年

な輸出先が香港とされているものの，香港側の貿易統計（Hong Kong Census and Statistics 

と考えられる。

作成。
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の製品

集品及びこっとう

短繊維及びその織物

殻類，軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物

の製品並びに木炭

のその他の製品，セット，中古の衣類，紡織用繊維の中古の物

構造の変化



が，分野としては縫製業，その担い手としては外資が中心に進んでいること

を示した。産業の規模から考えた場合，プノンペン，カンダール州を中心と

して立地する中国系の縫製業企業がその牽引力となっており，企業数や全国

的な分布から考えた場合，食品加工業（飲料，タバコを含む）を中心としたカ

ンボジア人による小規模・零細企業が残りの部分を支えている。以下では，

これらの２つの業種，すなわち縫製業と食品加工業について，先行研究およ

び筆者が２００５年１月および８～９月に行った企業へのヒアリング等を参照し

つつ（９），当該業種の特徴をまとめ，現在のカンボジアの工業化を担う主要な

主体を紹介する。

��

（注）集計はいずれも認可ベースによる。また，内外資を区別していない。

（出所）CDC/CIB資料より筆者作成。

表５　セクター別直接投資

農業

工業

　縫製業

サービス

観光業

合計

農業

工業

　縫製業

サービス

観光業

合計

1994年1月～12月 1995年1月～12月 1996年1月～12月

金額件数 金額件数 金額件数

2000年1月～12月 2001年1月～12月 2002年1月～12月

金額件数 金額件数 金額件数

2

20

10

3

1

26

0.56 

84.48 

19.63 

396.97 

23.69 

505.70 

6

83

25

22

14

125

6.04 

300.04 

30.10 

424.75 

1,512.62 

2,243.45 

26

127

42

17

16

186

118.50 

413.01 

45.50 

112.49 

119.07 

763.06 

5

40

23

8

8

61

9.76 

59.40 

35.20 

69.06 

79.82 

218.04 

1

28

14

4

6

39

0.40 

85.93 

19.59 

44.60 

73.76 

204.68 

6

19

13

6

3

34

40.35 

52.05 

16.69 

98.16 

47.10 

237.66 



　１．外国資本による企業活動―縫製業―

　�　縫製業の概要

　縫製業はカンボジアの主要輸出産業として成長を遂げ，国内の工業化を牽

引してきた。２００２年の���の１２�５％，２００４年までの累積投資金額の８�３％，累

積投資案件数１０１３件中４０８件（４０�３％），２００４年の輸出金額（１０）の７０�５％は縫製

業による。繊維製品の対米輸出は２００４年には１４億１７００万ドルを超え，対米繊

維製品輸出国のなかでも１３位であった。��への輸出も１９９０年代末より伸び

ており，２００４年には６億４３１１万ドルとなっている。また，雇用者数も２００４年

に２５万人を超えており，雇用創出の側面からも縫製業は大きな影響をもたら

している（表１０）。

　第１章　カンボジアの工業化　��

の推移（1994～2004年）
（単位：100万ドル）

1997年1月～12月 1998年1月～12月 1999年1月～12月

金額件数 金額件数 金額件数

2003年1月～12月 2004年1月～12月 累計（1994～2004年）

金額件数 金額件数 金額件数

24

168

105

6

7

205

65.58 

512.46 

96.99 

124.94 

41.53 

744.51 

4

125

85

7

8

144

51.61 

647.58 

123.66 

42.78 

111.95 

853.92 

12

66

41

10

3

91

63.88 

161.47 

66.57 

50.76 

171.80 

447.92 

2

29

19

6

10

47

3.71 

86.63 

28.72 

46.43 

114.46 

251.23 

2

43

31

5

5

55

12.35 

112.80 

71.92 

35.92 

55.87 

216.94 

90

748

408

94

81

1013

372.73 

2,515.85 

554.58 

1,446.88 

2,351.65 

6,687.12 
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）
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ボ
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シ
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イ
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（
出
所
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業
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省
資
料
よ
り
筆
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成
。

表
７
　
中
・
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規
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5 3 1 1 10

6 1 1 1 1 2 12

1 1
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8

5.
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5.
4

5.
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4
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0.
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��

（出所）表７と同じ。

表８　企業数・労働者数（2004年）

企業数 労働者数

中・大規模 中・大規模全体 全体小規模・零細 小規模・零細業種

１．食品・飲料・タバコ

　食品

　飲料

　タバコ

２．繊維・縫製・皮革

　テキスタイル及び編み

　縫製

　帽子・かばん

　ジーンズ・洗濯

　靴

　皮革

３．木材・家具

４．紙・印刷・出版

５．化学製品・ゴム・プラスチック

６．セメント・タイル等

７．組立等

８．その他

　合計

22,712 

22,108 

548 

56 

1,672 

1,488 

171 

-

-

6 

7 

16 

25 

120 

680 

2,239 

667 

28,131 

39 

17 

11 

11 

274 

33 

210 

4 

12 

13 

2 

7 

6 

20 

10 

12 

1 

369 

22,751 

22,125 

559 

67 

1,946 

1,521 

381 

4 

12 

19 

9 

23 

31 

140 

690 

2,251 

668 

28,500 

52,638 

50,308 

2,117 

213 

7,217 

1,918 

5,212 

-

-

46 

41 

97 

306 

1,058 

8,193 

6,836 

3,435 

79,780 

7,147 

2,400 

1,902 

2,845 

248,352 

44,151 

176,353 

2,037 

13,556 

12,120 

135 

2,450 

366 

2,727 

1,673 

1,126 

225 

264,066 

59,785 

52,708 

4,019 

3,058 

255,569 

46,069 

181,565 

2,037 

13,556 

12,166 

176 

2,547 

672 

3,785 

9,866 

7,962 

3,660 

343,846 

（出所）表７と同じ。

表９　企業の立地（2004年）

小規模・零細 中・大規模

順位

1

2

3

4

5

コンポントム

プレイベン

コンポンチャム

カンポット

カンダール

その他

合計

4,318

3,120

3,015

2,397

2,122

13,159

28,131

15.3 

11.1 

10.7 

8.5 

7.5 

46.8 

100.0 

プノンペン

カンダール

シハヌークビル

コンポンスプー

カンポット

その他

合計

275

59

11

6

6

12

369

74.5 

16.0 

3.0 

1.6 

1.6 

3.3 

100.0 

州 企業数 構成比（%） 州 企業数 構成比（%）



　繊維製品の世界の主要市場である欧米では，国内産業の保護のために繊維

製品の輸入制限を課してきた歴史がある。���設立時には，���により例

外的に繊維製品については数量制限を課すことが認められた。多くの輸出国，

とくに中国のように強い競争力を持つ国が二国間協定ベースで対米・対欧州

の輸出に数量制限を課されてきた。

　カンボジアの輸出に対しては，当初何ら制限が課せられていなかった。

１９９６年にアメリカに���待遇を認められ，繊維製品に関しては１６～１７％の関

税率で数量制限なく輸出を始めた。ところが，１９９７年の輸出金額が前年度比

４１倍に急増し，翌１９９８年も前年度比３倍の輸出金額を記録した（１１）。このため，

カンボジアからの繊維製品輸入の増加を懸念したアメリカは，１９９９年に二国

間協定を締結し，他国同様に数量制限を設定した。１３品目にわたる数量制限

が課せられたが，それはカンボジアの輸出能力よりも比較的余裕のあるもの

であったために，大きな足枷とはならなかった。ゆえに，２００４年末にいたる

まで，中国等の輸出が抑制された���体制下で，カンボジア縫製業は実質的

な制限を受けることなく発展を続けてきた（１２）。

　カンボジアで主に生産されている製品は，欧米市場向けの中級程度の製品

で，大量生産可能なものである。アメリカ向けの主要な製品は，ズボン，女

性用綿シャツ／ブラウスで，アディダス，ナイキ，ギャップ，ウォルマート

などに出荷されている。欧州向けの輸出総額は対米輸出の４割程度であるが，

プルオーバーおよびＴシャツが主要製品である（１３）。

　カンボジアの輸出向け縫製業の主要な担い手は，縫製業の隆盛が始まった

当初から外国企業である。全体における外国企業の割合は８５�７％（２７４社中２３５

社）であり（１４），周辺諸国のなかでもカンボジア縫製業の外資への依存度は群を

抜いている。例えば，ベトナムでの縫製業の担い手は，生産高の内訳でみた

場合，国営企業３２％，国内民間企業２２％，外国企業２７％である。また，ミャ

ンマーでは，輸出金額の内訳でみた場合，国営および国内民間企業が６０％，

合弁企業が１４％，外国企業（１００％外資）は２６％である（１５）。

　カンボジアでは，アメリカとの通商関係が通常化した１９９６年ごろからマ

　第１章　カンボジアの工業化　��



レーシアや台湾からの縫製業関連の投資が増加した。その後，１９９７年に韓国

系企業の進出が活発になり，１９９０年代末～２０００年以降は中国企業の進出が増

えた。２００５年の企業リストによると，中国・香港企業が７０社，台湾企業が７０

社を占めており，外国企業のなかでもとりわけ中国系企業がカンボジアの縫

製業の中心的な担い手となっている。全企業の４分の３もの経営者が，中国

籍を持っているか，カンボジア国籍を持った中国人であり，自らの民族的出

自を中国人であると答えている（山形［２００４��６３�６５］）。カンボジアには，現在

中国人が５０～７０万人程度いるといわれる（野澤［２００４］）。これには，何世代も

前からカンボジアに暮らしている中国系住民に加え，和平後のカンボジアへ

チャンスを求めてやってきた人たち，２０００年ごろから中国政府の企業の対外

進出の促進を受けて進出してきた人たち等，さまざまな背景を持った人々が

含まれる（１６）。

　中国系企業のカンボジア進出は，対米輸出の数量割当てを得るべく，中国

からの迂回輸出を目的としている。カンボジア国内に立地する多くの工場は，

「立地」しているものの，意思決定プロセスのほとんどが親会社のある中国で

の決定によっている。親会社の決定に従って，中国や周辺国から輸入された

布や糸を用いて，最終的な縫製部分の工程とパッキングのみをカンボジア国

��

（注）＊2005年の数値はいずれも暫定値。

（出所）投資承認案件数および投資金額はCDC/CIB資料，企業は1994～2001年はガーメント・ト

以降はGMAC資料， 輸出はアメリカ・EU・日本側の貿易統計， 労働者数は1994～2001年はMIME

　　

表10　カンボジア縫製業の投資・貿易・労働

1994

労働者

（1,000人）

輸出

（100万ドル）

投資

投資承認案件数

投資金額（100万ドル）

企業数

対米輸出

対EU輸出

対日本輸出

労働者数

10

19.63

―

0.02

―

0.01

―

1995

25

30.10

―

0.50

―

0.06

48

1996

42

45.50

48

2.37

―

0.21

58

1997

105

96.99

74

98.34

159.26

0.79

90

1998

85

123.66

137

358.95

169.60

1.42

120

1999

41

66.57

186

583.16

240.23

1.66

150



内の工場で行うというの

が通常であり，カンボジ

ア国内にある半数以上の

縫製業企業が「子会社と

して下請け生産を行って

いる」と答えている（山

形［２００４��６６］）。

　縫製業企業は，中国系，

欧米系企業の区別なく，

カンボジア縫製業協会

（��������	��
����
���
�
�

�����������	��	
�������	���
）を中心に組織化されている。２００４年末まで

����と商務省（���������	
��	���������）によって輸出の数量制限枠の

分配が行われており，組織に加盟しなければ輸出ができなかったために，輸

出企業は必然的に組織に組み込まれてきた。����は，欧米諸国に対するロ

ビーイングでも大きな役割を担っている。外資系縫製業企業の８割が中国，

香港，台湾の企業であるという実情に鑑みて，華人・華僑が中心となって

����を運営している（野澤［２００４��７８�８１］）。

　２００５年からの繊維製品貿易の自由化は中国への生産の集中化をもたらすと

いう予測が行われてきた（������［２００４］）。実際に２００５年には中国からアメリ

カ，��への輸出が大幅に伸び，��の中国からの繊維製品の輸入は２００５年に

前年度比４８�５４％の伸び，アメリカへの中国からの輸入は２００５年に前年度比

５６�７５％の伸びを記録している。この影響を受け，カンボジアでは，���撤

廃直後の２００５年１～４月ごろにかけて，中国本土での生産を見込んでカンボ

ジアから工場を撤収した中国企業や台湾企業，カンボジアでの受注状況の先

行きの不透明性を感じて一時閉鎖をした韓国企業等があった（１７）。対米貿易，

対��貿易は，２００５年１～５月にかけて減少し続けた。しかし，欧米国内業者

の中国からの輸入急増に対する反発から，セーフガードが発動され，最終的
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［2003：103］，2002年以降はGMAC資料に基づいて，筆者作成。



に中国が自主規制をする協定（１８）が締結された。このような経緯を受けて，カ

ンボジアでは２００５年下半期以降の盛返しを含め，年間合計５３件の縫製業に対

しての新規投資が承認された。カンボジアの対米繊維製品輸出は最終的に前

年比２０�０６％増，対��輸出は前年比８�２４％減だったが，２００５年５月に最低値を

記録して以降は輸出額の回復をみせている（１９）。

　�　事例紹介

　カンボジアに進出している縫製業企業は，１９９０年代半ばから２００５年にかけ

て大きな環境の変化を経験している。ここでは，筆者が２００５年１月に訪問し

た中国系企業および韓国系企業と，２００５年９月に訪問した英国系企業を紹介

する。

　事例１．中国系企業

　２００５年１月に訪問した，プノンペン市ルッセイケオ地区にある���������	�

（��������）��������	�
�は，上述のようにカンボジアの縫製業を担う典型的

な中国系企業のひとつである。１９９８年に創業した香港系企業で，女性向け�

シャツを生産しており，９９％をアメリカに，１％をカナダに輸出してきた。原

材料は，布やアクセサリーのすべてを中国および香港から輸入しており，機

械も香港からの輸入に頼っている。生産・販売に関するすべての戦略は，香

港オフィスの意向に従っており，２０００年には労働者は８００人以上いたが，香港

の親会社の意向でカンボジアでの生産を減少したため，２００１年以降は５００人規

模で経営をしているという。社内では，中国から来た１４人の労働者がスー

パーバイザーとして勤務しており，カンボジア人労働者の管理・指導にあたっ

ている。この企業では，カンボジア人スーパーバイザーの育成の試みも行っ

ており，１０年弱のカンボジアでの工場経営を経験するなかで，カンボジアに

根付きつつある企業のひとつであるといえよう。

　事例２．韓国系企業

　韓国系の縫製業企業は，１５社の進出が確認されている。プノンペン市ルッ

セイケオ地区に立地する������������	
����������	�����
�は，韓国資本で経

��



営されている企業で，１９９６年に操業を開始した。２００５年１月には，全部で１

万人以上の労働者を擁するもっとも大規模な工場のひとつであった。製品は

主としてニット製品で，アメリカに９割と��向けに１割を輸出し，原材料は

韓国，中国，香港から，機械は韓国から輸入していた。労働者数は多いが，

そのうち韓国人は経営陣含めて４人のみで，残りは全員カンボジア人（プノ

ンペン出身者が４割，地方出身者が６割）であった。�������社は，韓国と香

港にセールス・オフィスがあるが，本社としての機能はプノンペン市内の工

場敷地内に設置しており，経営者一族もカンボジアに生活の拠点を移動して

いた。

　同社は２００５年１月当時，「���撤廃の影響で労働者を４割ほど削減するこ

とを決めているが，労働者を教育して品質の向上に努めたい」とし，経営を

しばらく続けていく様子であった。しかし，カンボジアの繊維製品輸出が一

時的に大きく落ち込む直前の時期にあたる２００５年２月までに，工場を一時閉

鎖したことが確認された（２０）。

　事例３．イギリス系企業

　欧米系の縫製業企業は，イギリス２３社，アメリカ８社が進出している。プ

ノンペン市ダンコー地区にある��������	
������	�（��������）����は，イ

ギリス系企業のひとつで，２０００年に操業を開始した。２００５年９月当時，同年

４月に拡大のために移転したばかりの工場で５５０人の労働者が雇用されてい

た。この工場は，国際基準より厳格とされるイギリスの小売りチェーンの

マークス・アンド・スペンサー独自の基準を満たした工場であり，製品の紳

士用シャツは９５％以上をイギリス向けに輸出している。原材料は，タイ，マ

レーシア，インドネシア，その他アジア諸国から，機械はイギリスから輸入

している。専門家として，イギリス人のほか，グループ企業で経験を積んだ

モーリシャス人，マダガスカル人が勤務しており，彼らがカンボジア人労働

者に対して研修・教育を行っている。なお，��������	
社は，カンボジア政

府が投資法上定めている免税などの優遇策を受ける権利があるものの，同社

のポリシーとしてそれを一切享受していないという。工場内の管理や医務室
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などの整備等において，カンボジア国内でも先進的な試みを行っている企業

のひとつであることから，２００５年２月に�����������	�	
���	�������として，

商務省および世銀グループから表彰された。

　�　小括

　カンボジアの縫製業は外国企業が縫製業の中心的な担い手をなしており，

今後もその状況が続いていくであろう。各事例でもみられたように，これら

の企業は，原材料の供給を輸入に頼っており，国内産業とのリンクがない。そ

れゆえ，カンボジアの縫製業は将来的に国内に根付いていかないのではない

かという懸念が生じる。国内に多く生活する中国系住民の存在や彼らのネッ

トワークを理由に，縫製業企業の大半を占める中国系企業にとってカンボジ

アでの企業活動は比較的親和性があるという優位点も主張できる。しかし，

１９９０年代半ばに多くの企業が突然進出をしてきたのと逆に，情勢に応じて突

然他国へと撤退してしまう可能性は否定できない。２５万人を超える雇用が創

出されたことの，カンボジアの貧困削減にとっての意義は非常に大きいが，

企業の撤退にともなう失業者の発生のみならず，労働運動の過激化による政

情の不安定化にもつながりかねない（２１）。そのため，政府は常に引留め策を考

えざるをえず，２００５年３月にも免税期間をさらに２年間延長するなどの対応

策に追われている。

　事例として紹介した企業ではいずれも，過去５～１０年間におよぶ企業活動

を通して，カンボジアでの労働者の育成を中心に，この地に根付こうという

試みをしてきた例の一部であるともいえよう。事例１および３のように，カ

ンボジアに残って活動を継続することができた企業があった一方，事例２の

ように，大規模な投資を行い，本社機能ごとカンボジアに移転をしてきてい

たとしても，２００５年の国際環境の激変に応じて態度を変えざるをえなかった

企業もある。このことは，カンボジアの縫製業が置かれている基盤がいかに

不安定であるかを示している。

　商務省は���と協力し２００４年に，“��������
�
��������	�
����	������	����

��



�����������	�
���������
�������������������”という報告書を発表している

（���������	
［２００４］）。報告によると，現在最終工程に近い部分のみを請け

負っている縫製業について，将来的に川上部分までを含めた総合的な発展に

より，カンボジア経済全体に波及した縫製業の発展を目指している。しかし，

カンボジア国外からの原材料供給，場合によっては人材の供給ともセットで

進出している縫製業企業の現状を鑑みるに，進出企業がどこまでカンボジア

での裾野産業等へのリンクを持つことを考えているのかは疑問である（２２）。

むしろ，�����域内での地域統合が進むことで，�����全体として必要な

原産地規則を満たせば���の恩恵を容易に享受できる可能性が広がる。縫製

業においては一国ですべてを担おうとすることよりも，地域の生産のリン

ケージのなかで，カンボジアが確固たる役割を担うことが重要となってくる

と筆者は考える。

　２．国内資本による企業活動――小規模・零細経営の食品加工業を中心に――

　�　食品加工業の概要

　次に，縫製業以外のカンボジアの製造業を支えている国内資本による食品

加工業についての状況をまとめる。食品加工業は，レンガや木材加工品と並

んでカンボジアで伝統的に行われている産業である（廣畑［２００４��３４］）。食品加

工業の生産額は，対���比では２�８７％にすぎない。しかし，製造業のなかで

は縫製業に次いで２番目に生産額の大きい産業であり，累積投資金額では１

億５０００万ドル（２�３％，４７件）に達する。縫製業と比較すると，ごく一部の大

企業を除いて生産規模のみならず企業経営の規模も非常に小さいが，企業数

では全体の９０％以上を占めている。また，食品加工業は全国規模で分布して

おり，縫製業以外の部分での産業の多様化の可能性を担うセクターであると

いえる。具体的には，精米，醤油，飲料水など，身近な原材料を使用した内

需向けの製品の生産が中心である。これらの製品についてはタイやベトナム

などの周辺国からの輸入品や国境を越えて入ってくる密輸品が国内市場の大
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半を占めてきたが，近年では国内での生産も伸びている。なお，２００４年の鉱

工業エネルギー省のデータでは，小規模・零細企業で輸出を行っているのは

精米業のみである。

　カンボジアの食品加工企業の多くを含む小規模企業を対象とした調査研究

としては，世界銀行や���などの援助機関が実施した投資環境調査や���支

援プログラムの一環として行われた調査がある（��������	
［２００４］，���

［２００５］）。これらの調査では，カンボジアの小規模企業が直面する問題点とし

て，各省の管轄下にあるさまざまな許認可が重複していて資金的に余裕のな

い小規模・零細企業側の負担が過重である（２３），企業が金融機関へのアクセス

手段を持たず，ほとんどが自己資金や友人に頼って資金調達をしていること

が多いといった点を挙げている。以下では，具体的に個別の企業によってど

のような活動が繰り広げられているのか，どのような主体がこのセクターを

担っているのかについて，事例を挙げて紹介する。

　�　事例紹介

　筆者は，２００５年８～９月に����（���������	
�������������������
���������）

の協力を得て小規模・零細経営の食品加工企業１１社を訪問し，質問票に基づ

くインタビュー調査を行った。調査対象企業は，醤油・魚醤，飲料水（蒸留

およびペットボトル詰め），パームワイン，筍（水煮）などを生産する，比較的

規模の小さい企業を中心とした集合である。これらは，プノンペンにて生活

をする����のカンボジア人スタッフが，日常的に小売店などでみかける製品

を製造する国内企業のなかから選択した。

　訪問企業１１社の経営規模について，従業員数の内訳は，１０人未満が３社，

１０人～４９人が３社，５０人～１９９人が１社，２００人以上１社，不明１社である（２４）。

年間売上高は６社のみ回答が得られ，１０万ドル未満が２社，１０～５０万ドルが

２社，５０万ドル以上が２社であった。なお，金額ベースでの数字を把握でき

ていない企業も複数存在し，例えば１カ月に生産／販売製品数の概数で企業

情報を整理するのみの経営者も多い。経営形態は，自営業が４社，有限会社

��



が５社，不明２社であった。創業年は，１９８０年代が３社，１９９０年代前半が１

社，１９９０年代後半が２社，２０００年以降が３社，不明が２社である。社会主義

経済下での民間企業の存在は，１９８５年以降に正式に認められたが，実質的に

はそれ以前から，氷や醤油などを製造する企業が活動を始めていたようであ

る。

　訪問企業の経営者は，１１社の全員がカンボジア国籍のカンボジア人であっ

たが，工場内に中国名の社名を併記した企業がほとんどで，後述の������

���������		
��	����
�のように，親以前の世代からカンボジアに土着化して

いる中国系カンボジア人の経営者も含まれる。なお，中国系企業ならば華人

コミュニティが資金調達を支援することも多いというが（����［２００３］），彼

らが起業したときの資金調達は，回答を得られた９社のうち，７社が経営者の

自己資金と友人や家族からの支援のみで賄っており，中国系カンボジア人が

経営している企業を含め，華人コミュニティから支援を受けた企業は今回の

調査では確認されなかった。また，銀行からの融資を受けたのは２社（いず

れもカナディア銀行（２５））にとどまっている。

　製品の市場は概ね国内であるが，小規模ながら輸出を目指す企業があった。

ただし，たとえば醤油を醸造している企業で使用されているボトルの多くが

不十分な煮沸消毒のみによるリサイクル瓶であることにみられるように，輸

出に耐えうるような品質基準や衛生基準を保つことができる設備を整えてい

る企業は少ない。また国レベルでの基準の認定制度や認定機関の整備がなさ

れていないことから，実際に海外市場まで見据えた生産は，小規模・零細企

業にとっては事実上不可能である。

　原材料は，食品加工の中心となる農産物はいずれの企業もカンボジア国内

のものを使用している。ペットボトルや砂糖，化学薬品，加工用の機械につ

いては，タイ，ベトナム，中国からの輸入に頼るところもあった。ただ，以

前は輸入が中心だったペットボトルについて，２０００年以降少しずつ国内産の

ものを使用する企業もあらわれている（２６）。

　全企業が，操業開始時から２００４年まで，売上高は伸び続けていると回答し
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ている。当初製氷を行っていた企業が，そこでの経験を生かして飲料水のボ

トル詰めを開始し，将来的に清涼飲料水やビールの製造・販売への展望を抱

いているケースや，醤油を作ってきた企業が魚醤の製造を開始し，得られた

資金で小規模ながらもホテル経営に参入しているケースもみられた。小さな

次元ではあるが，これらは企業としての発展の経路をたどろうとしている例

とみなせよう。

　訪問企業にとっては，縫製業のような同業者組合は存在せず，中小企業協

会（���������	
�	��）や中小工業協会（���������	
�	��）への加盟が，２００３年

ごろから商務省などによって奨励されるようになったという。２社が���

協会，２社が���協会，３社が商工会議所（うち２社はそれぞれ���協会，���

協会と重複して加盟）に加盟し，６社はいずれの組織にも加盟していない。多

くの企業は，政府関係者や大企業の影響が強い商工会議所や新規につくられ

た企業組合などの組織に大きな期待を抱いているとはいえない。彼らは，過

去，企業経営に関する諸手続きにおいてこれらの組織から正規・不正規にお

金を請求されてきたため根強い不信感を抱いているようである。一方で，そ

のような組織を運営する側でも，資金不足などを理由として組織を取りまと

める十分な力がない，参加企業側の主体的な参加が不足している等の問題を

抱えており，組織化を利用した発展を目指す経路はまだ始まったばかりの段

階である。

　以下では，特にプノンペン市内に立地している飲料水の事例と醤油・魚醤

の事例，小規模企業ながら欧米諸国への輸出を目指しているパームワインの

事例を紹介する。

　事例１．飲料水

　国内の多くの人々が安全な水へのアクセスが確保されていない状況である

ものの，一部の都市住民はペットボトル詰めの蒸留された水を使用している。

安全な水へのアクセスの数値は１９９８年の５３％から２０００年の６３％に，購入した

水を飲む人たちも２０００年，２００４年の間に都市部で８�８％から９�６％，農村部で

２�７�から６�３％へと伸びていること（���［１９９８，２００４］，���������	
［２００１］），
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訪問企業の売上げの大幅な伸びなどから推察するに，ボトル詰め飲料水の需

要は伸びているといえよう。プノンペン近郊には，全部で４０社前後の飲料水

（���������	��
�����）企業が存在している（����������	���
���������
�


［２００４��２００５］）。飲料水を製造する企業の数は２０００年には７，８社程度であっ

たのが，急増しているようである。タイからの飲料水の輸入も１９９９年の２０４万

ドルをピークに減少しており，２００２年以降は５０万ドル前後に落ち着いてきて

おり，２００５年は４１万ドルであった（２７）。

　プノンペン中心部で販売されている飲料水を製造している企業のひとつで

ある��������	
����は，プノンペン市ミアンチャイ地区に位置する有限会

社である。この企業のオーナーはカンボジア人で，１７年間，近くを流れるメ

コン川の水を利用した製氷を行ってきた経験をもとに，２００１年に飲料水の製

造・販売を開始した。１３９名の従業員をかかえ，創業当初は年間の売上げが

６６００ドル程度であったのが，２００４年には１４４万ドルにまで伸びたという。創業

時にかかる資金調達に際しては，ドイツから支援を受けているカナディア銀

行からの融資をうけている。原材料の調達については，ボトルはカンボジア

国内で生産されたものか，ベトナムから輸入されたものを使用し，プラスチッ

クのラベルはベトナムからの輸入，蒸留・ボトル詰めのための機材はドイツ

から輸入されたものを使用している。製品は，自社のトラックで小売業者に

配達するなどして販売している。

また，同じく，プノンペン中心部で販売されている飲料水を製造している企

業のひとつである��������	�
�����は，プノンペン市ルッセイケオ地区に

位置する自営業の企業である。オーナーはカンボジア人で，１９９３年からの製

氷業での経験をもとに２０００年に飲料水の製造・販売を開始した。３５名の小規

模な企業で，２００４年の売上げは１５万ドル（１０万箱分）であるという。ボトル

は国内産，プラスチック・ラベルはベトナムからの輸入品，蒸留・ボトル詰

めの機械も輸入品を使用している。創業時の資金調達は，すべて自己資金に

よる。製品の販売に際しては，自社のトラックで配達したり，地方に行くタ

クシー等を用いて配送している。
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　事例２．醤油・魚醤

　醤油および魚醤はカンボジアの食卓には欠かせないものである。国産の大

豆，トンレサップ湖やメコン河で採れる淡水魚を原料として作られている。

醤油を生産・販売している企業は５～６社，その他ソース関係の生産・販売

を行っている企業は全部で３９社となる（２８）。これら企業の多くは醤油および

魚醤の製造を兼業している。

　魚醤の国内生産高は１９９７年以降急増しており，１９９７年に２０億リットルだっ

たのが２００２年には９０億リットルにまで伸びている（���［２００３］，醤油の生産高

は不明）。タイからの醤油の輸入額は１９９８年以降，２０～４０万ドルの間で推移し

ており，魚醤の輸入は確認されていない（２９）。国内での輸入品との競合の問題

自体は大きくないようである。市中には，国・地方によって好みの味が微妙

に異なるので輸入品に押されることはないという消費者や経営者もいる。一

方で，マヨネーズやドレッシングの輸入が増加しているので，別の次元での

競合が推察される。

　プノンペン市ミアンチャイ地区に位置する���������	
���������	��������

����は，中国系カンボジア人を含む合計４人のカンボジア人で経営されてい

る魚醤のメーカーで，天成食品有限公司とも名乗る。オーナーのうちの一人

の父親がやっていた企業を引きつぐかたちで１９９５年に創業し，２００４年には７５

万７００ドル（ボトル数４０万本分）を売り上げている。また，同じ地区に位置す

る��������	
���
�����
��は１９８０年代から創業している醤油・魚醤のメー

カーである。原材料の大豆は国内調達しており，ボトルは，使用済みの瓶を

収集している会社から購入したリサイクル瓶を洗浄・熱湯消毒して使用して

いる。同社は，醤油・魚醤で得た資金をもとに，市街地にて小規模なホテル

を経営するなどして事業の多角化を図っている。両社とも，売上げは年々伸

びているというが，パッキングや衛生状態の管理等は輸出先での審査に耐え

うるものではないことから，将来的な輸出までは考慮していない。

　事例３．パームワイン

　輸出指向，特に欧米への輸出を指向した食品加工業はカンボジアにはあま
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り存在しなかったが，近年，水産加工品や胡椒やワイン，ビネガーなど，一

部では有機栽培であることを売りにした輸出が試みられている（���������	

［２００５��７１�７２］）。カンボジアの農村に古くから植えられてきたオウギヤシの樹

液を利用したパームワインは，そのような地場産品のひとつである。��������	

��������はプノンペン市内で，国内各地から集められたオウギヤシをもとにし

たパームワイン（椰子酒），ビネガー，そのほかに黒胡椒，椰子砂糖，椰子の

葉を用いた工芸品などを製造・販売している。フランス在住のカンボジア人

である��������博士が，���の協力を得て「カンボジアの農民を助け，カン

ボジアの椰子から作った製品を海外に売り込む」ために２００１年に創業し，２００４

年から本格的に工場を稼動させた。製品の原材料となるオウギヤシは，プノ

ンペン市近郊の農村での生産者を組織化しつつ購入している。製品は，国内

の比較的高級なスーパーマーケットに２５％，フランスを中心とした輸出市場

へ７５％を販売している。

　�　小括

　国内資本による企業活動は小規模・零細企業による食品加工業を中心とし

て展開されている。周辺国からの輸入品の流入のような厳しい状況のなか，

飲料水や醤油・魚醤の事例にあるように，国内の需要を満たすべく活動を続

け，ある程度の規模での成長をみせて輸入品や密輸品など，国外から入って

くる製品とも共存しているのが，多くの国内企業の現状であろう。一方，こ

のような発展を可能とするような国内情勢の安定が達成されているなかで，

国際ネットワークを活用して，輸出市場に挑戦しようという企業がでてきた

ことをパームワインの事例が示している。

　国内企業は，パリ和平協定後の１５年間，国外に輸出できるような製品を作

る段階にはなく，むしろ，流入する輸入品・密輸品によってより厳しい立場

に立たされてきた。この間にカンボジア政府が行ってきた「自由化」の推進

は，国際環境を考慮するとやむをえないものであったかもしれないが，����

の取組みや���加盟により関税が低下していくこと，補助金政策等の手段が
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採れなくなること等の変化は，決して国内の小規模・零細企業にとって資す

るものとはいえない。また，政府は近年，「国家貧困削減戦略」（���������	�
����

��������	
�������）（���［２００２］）で産業の多様化を目標のひとつに掲げるな

ど（��������	
［２００４��３２�５４］），縫製業以外の国内産業に対する期待を高めて

いる。２００４年７月発表のレクタンギュラー・ストラテジー（��������	�
���
����）（３０）

や，２００６年１月に策定された「国家戦略開発計画（���������	�
������������������

����）：２００６－２０１０」に挙げられた目標には，中小企業の振興が含まれている。

１９９０年代を通して，徹底した自由化を推進してきた時期のカンボジアでは国

内産業を育成するような施策は行われてこなかった。カンボジア政府として

の国内の小規模・零細企業に対する取組みは始まったばかりであり，その成

果がみられるまでには時間が必要であろう。

　

おわりに

　カンボジアは１９８０年代末から自由化を推進すると同時に，世界経済・地域

経済への統合という大きな環境の変化を経験してきた。本章では，カンボジ

アが経験してきた制度環境の変化をレビューし，一応の発展を遂げてきた製

造業の全体像について，経済の８割を占める中国系企業を中心とした外国企

業が担っている縫製業，国内資本で小規模・零細ながらも残り２割の部分の

なかで中心的な存在である食品加工業に注目し，その実態を紹介した。

　現在のカンボジアは，１９８０年代末から２０００年代にかけて，非常に短期間で

激しい自由化の波に飲まれてきた。社会主義経済体制の放棄，国営企業改革

に始まり，�����および���への加盟等，駆け足で経済の変革を経験して

きた。１９９３年～２００２年の間に���における２次産業の割合は１３％から２６％

へと上昇し，とりわけ製造業は８％から１９％へと大幅に成長した。このこと

は，カンボジアが「工業化」という目標に向かって進んでいることを示して

いるといえよう。
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　工業セクターの８割を縫製業という１セクターが占めている状況は，モノ

カルチャー経済といって差し支えはない。縫製業の隆盛は，繊維製品貿易が

���によって規定されていたために，中国で生産を行っている企業が迂回輸

出先を求めたという，国際環境がもたらした「幸運」に支えられてきた。さ

らに，縫製業の担い手はカンボジアから容易に撤退しうる外国企業が８割を

占めており，その原材料・機材も国外からの輸入に頼っている。縫製業企業

に免税措置を定めているカンボジアが提供しているのは，土地と未熟練労働

者のみである。実際に２００５年１月の繊維製品貿易自由化以降，中国と欧米の

関係によって，カンボジアの縫製業は翻弄された。カンボジアが依存する縫

製業の「幸運」の基盤は脆弱なものであるといわざるをえない。

　工業セクターの残り２割を支える国内資本による企業活動のなかで，もっ

とも大きな役割を担っている食品加工業は，１９８０年代から徐々に成長を遂げ

てきたものである。このセクターを担ってきたのは，カンボジア人による小

規模・零細企業である。内戦の影響で国内に産業が不在だったため，輸入品

との競合は当初から常に存在してきた。また，カンボジア政府は，海外直接

投資の誘致を中心とした政策を採っており，国内企業の育成には無関心で

あった。このような環境下，小規模・零細企業の経営者たちは，流入してく

る安価な輸入製品や密輸製品とも競合・並存しながら，独自の成長を続けて

いる。これらの国内産業の萌芽は，無論，他の�����先行国が達成してきた

工業化の経路を鑑みるに，ほんの初期段階にすぎず，これ以上の大きな成長

に至ることが可能なのかは未知数である。カンボジア政府は，２０００年以降，

零細企業～中規模企業の育成に政策的に取り組もうとしており，これらの初

期段階にある産業を育成するカンボジア政府の試みは始まったばかりである。

　１９９０年代～２０００年代のカンボジアの工業化は，国際環境における「幸運」

に支えられ国際環境を活用して比較的規模の大きい縫製業企業を経営する中

国系企業を中心とした外国企業と，困難に直面しながらも奮闘する小規模・

零細企業のカンボジア人とに支えられてきた。現段階では，これらのいずれ

もが，カンボジアの工業化の持続的な発展につながるようなものであるのか
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は判定しがたい。しかし，１９９０年代初頭まで続いた内戦状態から復興を遂げ

ているカンボジアにとって，国内の政情が安定したなかで経済活動が行える

ようになったことはひとつの成果である。厳しい国際環境のなか，国内での

企業活動の成長を支援していくことが，工業化の次段階に向けた大きな課題

である。

〔注〕――――――――――――――――

�　民営化予定の国営企業は教育，メディア，農業肥料，発電，鉄道，通信，港

湾，上水道，貿易などの各セクターにわたる（����������［２００３��７４］）。

�　内戦の影響や原木・設備の老朽化，ゴムの国際価格の低迷から，近年収穫面

積・生産量は抑制されている。新規の植林が進められているが，土地所有に関

する問題や植林と同時に行われている伐採の社会問題化などが懸念されてい

る。

�　ゴム公社に関しては，農業セクターローンのコンディショナリティとして速

やかな民営化を要求する���と，漸進的に民営化を進めていきたい農業省との

対立がみられるという（藤定［２００４��２７］）。

�　�投資法８条，憲法４４条による。外国人の土地リースは最長７０年まで認められ

ている。

�　外国企業による投資，合弁企業の設立認可，外国政府や国際機関からの援助

資金・援助プロジェクトを一元的に管理する機関である。

�　�����事務局（������������	
��	
�����１６０５５����）参照（２００６年６月１６日

アクセス）。

�　法人の登記については，１９９５年法，１９９９年改正法などによって定められてい

る。審議中の企業法は���支援による。現在，内容の細部についての検討が進

められている（���［２００５］）。

�　各機関に登録すべき企業の基準の相違から，使用する統計によって異なる状

況が描き出されうる。本章では���のデータは���［２００３］に依拠する。また

企業数などについては，鉱工業エネルギー省（���������	
��������������������

��������	
	�）の企業リストが，「製造業」を管轄している省庁のリストとし

てもっとも多くの企業をカバーしていると判断し，基本的に同省の資料に依拠

して議論を進めていき，必要に応じて商務省，投資委員会，統計局のデータを

参照する。なお，本文中の「零細企業」とは従業員数１０人未満，「小規模企業」

とは従業員数１０人～４９人，「中規模企業」とは従業員数５０～１９９人，「大規模企

業」とは従業員数２００人以上のことを表す。鉱工業エネルギー省の資料の集計

が，「小規模・零細」と「中・大規模」の２つに分かれて示されていることか
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ら，適宜それを組み合わせて再集計している。

�　２００５年１月の企業訪問は����������	�
�����社の���������	
��氏，２００５年

８～９月の企業訪問は����（���������	
�������������������
���������）の協

力によって行った。

�　��コード６１および６２の合計値１９億７１００万ドル（���［２００５����］）。

�　アメリカ側の輸入統計�（���������	
���
�������	��）による。

�　アメリカとの二国間協定では���，アメリカ，カンボジア政府および����

が協力して，労働基準遵守と数量制限の見直しとをリンクさせた，独特な合意

がされていた。プロジェクトは，アメリカとの二国間協定の期限後の２００５年以

降も継続されており，“�����������	�
���	����”と呼ばれる。詳細は，���������

�����������	�
�����
����
�参照。����やカンボジア政府関係者の間では，労

働者に優しい製品（���������	
����������）を作ることがカンボジア縫製業の

競争力の要素のひとつであるという主張が繰り返されている。

�　アメリカ�（���������	
���
�������	������	�������������）および��

（��������）の輸入統計による。

�　鉱工業エネルギー省資料による。

�　ベトナムについては，������������	
����������を参考にした２００２年の数値で，

ミャンマーについては本書第３章を参考にした２００４年の数値である。ベトナ

ムの国営企業の割合は，１９９５年に５０％を占めていたが，近年の国営企業改革お

よび外資系企業の進出や国内民間企業の発展により，その割合を減じてきてい

る。

�　中国政府は戦略として「走出去」と掲げており，中国企業の対外投資（工場

建設，研究開発拠点の設置，資源開発，海外企業の���など）や海外上場な

どを促進している。２００１年～２００５年の第１０次５カ年計画で打ち出された。

�　�������資料による。

�　中国は��と２００５年９月に，アメリカとは２００５年１１月に協定を締結した。��

は２００５年に設定した輸入数量の枠をもとに，「超過分の半分を無条件で輸入を

認め，（残りの）半分は２００６年の枠を前倒しで使う」ことで合意をした。アメ

リカとは，２００６年～２００８年の３年間の対米輸出量の前年度比伸び率を２００６年に

８～１０％，２００７年に約１３％，２００８年には１５～１７％以下に抑え，その代わりにセー

フガードの発動は控えることで，貿易摩擦の激化を回避することとした（山形

［２００６��２２�２３］，『日本経済新聞』２００５年１１月９日）。

�　アメリカ�（���������	
���
�������	������	�������������）および��

（��������）の輸入統計による。

�　�������資料による。

�　閉鎖された工場の労働者などによる労働運動が過激化するケースがみられ

る（����でのヒアリングによる）。
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�　進出企業の多くはカンボジア製であることを理由とした���の適用を受け

ることや，中国製品であることによって受ける数量制限を回避することをカン

ボジア進出の主目的としており，技術的，価格的に優位にある中国や周辺の他

国から供給される原材料を使用することがより合理的となる。

�　約７０近くのライセンスの存在が確認されている。例えば，商行為の操業に関

する許可（商務省），製造業の工場操業の許可（鉱工業エネルギー省），税に関

する登録（経済財政省），労働（労働省），環境保全（環境省），投資適格プロ

ジェクト（投資委員会）などがある。

�　訪問企業の回答には各項目につき「不明」とする回答が多く含まれるが，企

業自身が自らの実態を十分に記録・把握していないケースが多いことに起因す

る。

�　カナディア銀行はドイツから中小企業振興のための支援を受けている。

�　タイ資本の製麺業者によると，当初カンボジア国内で原料の小麦粉を調達し

ていたが，����の進展によって，より安価な原料をタイから入手することが

可能となり，調達先を変更したという（２００５年１月のヒアリング調査による）。

�　タイ関税局（��������	
�������	��	）の，飲料水（��２２０１）のカンボジ

アへの輸出統計による。

�　鉱工業エネルギー省資料による。

�　タイ関税局（��������	
�������	��	）の，ソース類（��２１０３）および醤

油（��２１０３１０）のカンボジアへの輸出統計による。

�　レクタンギュラー・ストラテジーとは，フン・セン首相が２００４年７月の新政

府発足時に発表した，２００８年までの４年間の政策指針である（���［２００４］，

初鹿野［２００５��１８４］，廣畑［２００５��３９］）。
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